
 別紙２－４ 

北九州広域都市計画臨港地区の解除及び分区の解除について 

（砂津地区） 

 

■概要 

○砂津地区では、国道 199 号の交通渋滞の 

緩和などを目的として、平成 29 年度に砂津 

大橋の下流側に新砂津大橋が整備された。 

○新砂津大橋の上流側は今後、港湾としての 

利用がないことから、令和５年２月に港湾 

区域を変更（縮小）しており、これに伴い 

臨港地区及び分区の解除を行うもの。 

 

■変更理由 
〇国道 199 号砂津バイパス整備により新砂津大橋が整備され、新砂津大橋より上流側は 

港湾としての利用がなくなったため、臨港地区及び分区の解除を行うものである。 

 

■変更内容 

〇臨港地区の解除面積：0.2ha 

 分区の解除面積：漁港区 0.1ha、無分区 0.1ha 

   
位置図 

： 港湾区域（現況） 

： 港湾区域縮小箇所（R5.2） 

臨港地区及び分区の指定状況（解除前） 臨港地区及び分区の指定（解除後） 

〇臨港地区解除 0.2ha 

【問合せ先】港湾空港局計画課 

担当：井上（課長）、牧野（係長） 

TEL：０９３-３２１-５９６７ 
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